
８

認
知
症
に
対
す
る
正
し
い
知
識
と
具

体
的
な
対
応
法
な
ど
を
身
に
付
け
て
も

ら
う
、
｢認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
｣

の
講
師
(キ
ャ
ラ
バ
ン
･メ
イ
ト
)に
な
っ

て
い
た
だ
け
る
か
た
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
▼

介
護
従
事
者
、
医
療
従
事
者
、
介

護
関
連
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
で
、
年

10
回
程
度
(最
低
３
回
)、
同
講
座
を
、
原

則
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
行
え
る
か
た

講
師
に
な
る
た
め
の
講
座
▼

８
月
30
日

(金)
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
45
分
、

中
央
市
民
Ｓ
Ｃ
洋
室
４
(市
役
所
３
階
)

で
。
受
講
無
料
。
定
員
50
人

申
し
込
み
▼

長
寿
福
祉
課
(市
役
所
２
階
)

か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
７
月
31
日
(水)
ま

で
に
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
ま
た

は
直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い

■
広
報
ID
番
号
 １
０
０
４
８
５
８

〒
０
１
０
-８
５
６
０
 

秋
田
市
役
所
長
寿
福
祉
課

Ｆ
Ａ
Ｘ
(８
８
８
)５
６
６
７

Ｅ
メ
ー
ル
 ro
-w
flg@
city.akita.akita.jp

●
問
い
合
わ
せ
　

長
寿
福
祉
課
☎
(８
８
８
)５
６
６
８

あ
ら
か
じ
め
お
送
り
し
て
い
る
案
内

通
知
に
従
っ
て
、
次
の
日
時
に
、
お
住

ま
い
の
地
域
を
所
管
す
る
各
市
民
Ｓ
Ｃ

で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。
必
ず
町
内

会
長
ご
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

受
取
日
時
▼

７
月
22
日
(月)
か
ら
８
月
２
日

(金)
ま
で
の
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

＊
27
日
(土)
は
午
後
１
時
ま
で
、
29
日
(月)

は
午
後
８
時
ま
で
。

持
ち
物
▼

平
成
30
年
度
の
避
難
支
援
対

象
者
名
簿
･要
援
護
者
把
握
用
リ
ス
ト

(お
持
ち
の
場
合
)、
印
鑑
(ス
タ
ン
プ
タ

イ
プ
不
可
)、
身
分
証
明
書
(運
転
免
許

証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
健
康
保

険
証
な
ど
)

◆
詳
し
く
は
、
地
域
ご
と
に
各
市
民
Ｓ

Ｃ
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼

中
央
市
民
Ｓ
Ｃ
☎
(８
８
８
)５
６
４
３

▼

東
部
市
民
Ｓ
Ｃ
☎
(８
５
３
)１
０
３
９

▼

西
部
市
民
Ｓ
Ｃ
☎
(８
２
６
)９
０
０
３

▼

南
部
市
民
Ｓ
Ｃ
☎
(８
３
８
)１
２
１
２

▼

北
部
市
民
Ｓ
Ｃ
☎
(８
９
３
)５
９
６
９

▼

河
辺
市
民
Ｓ
Ｃ
☎
(８
８
２
)５
２
２
１

▼

雄
和
市
民
Ｓ
Ｃ
☎
(８
８
６
)５
５
５
０

空
き
家
の
管
理
、
処
分
、
相
続
登
記

な
ど
の
相
談
に
宅
建
士
、
司
法
書
士
、

市
職
員
が
応
じ
ま
す
。

日
時
▼

８
月
15
日
(木)
午
後
１
時
〜
４
時

会
場
▼

中
央
市
民
Ｓ
Ｃ
洋
室
４
(市
役
所

３
階
)　

申
し
込
み
▼

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル

の
い
ず
れ
か
で
、
住
所
、
氏
名
、
連
絡

先
、
空
き
家
の
所
在
地
、
相
談
内
容
を

８
月
９
日
(金)
ま
で
に
住
宅
整
備
課
へ
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
相
談
時
間
は
後

日
、
連
絡
し
ま
す
。☎

(８
８
８
)５
７
７
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
(８
８
８
)５
７
７
１

Ｅ
メ
ー
ル
 ro
-csh
s@
city.akita.akita.jp

＊
当
日
も
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
が
、

お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

有
効
期
間
が
今
年
９
月
30
日
(月)
ま
で

の
特
定
医
療
費
(指
定
難
病
)受
給
者
証

を
お
持
ち
の
か
た
へ
、
更
新
案
内
を
郵

送
し
て
い
ま
す
。
更
新
を
希
望
さ
れ
る

か
た
は
、
８
月
９
日
(金)
ま
で
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
(郵
送
可
)。

８
月
９
日
(金)
以
降
も
９
月
30
日
(月)
ま

で
は
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
が
、
結
果

の
送
付
が
10
月
以
降
と
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　

健
康
管
理
課
☎
(８
８
３
)１
１
８
０

Ｂ
型
･Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
は
、
感

染
し
て
も
ほ
と
ん
ど
症
状
が
な
い
た

め
、
気
づ
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
生
に
一
度
は
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を

受
け
て
、
早
期
発
見
･早
期
治
療
に
努

め
ま
し
ょ
う
。

■
無
料
の
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を
実
施

今
ま
で
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を
受
け

た
こ
と
が
な
い
か
た
を
対
象
に
、
無
料

の
検
査
(採
血
)を
実
施
し
て
い
ま
す
。

市
保
健
所
(八
橋
)、
ま
た
は
市
内
の
受

託
医
療
機
関
(98
か
所
)で
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
申
し
込
み
は
健
康
管
理

課
へ
。
☎
(８
８
３
)１
１
８
０

【
市
保
健
所
で
の
検
査
】

８
月
14
日
(水)
、
９
月
11
日
(水)
、
10
月

９
日
(水)
の
い
ず
れ
も
午
後
２
時
〜
３
時

(検
査
は
約
15
分
)。
定
員
各
10
人
。
結

果
は
約
２
週
間
後
に
郵
送
し
ま
す
。

【
医
療
機
関
で
の
検
査
】

申
込
者
へ
受
診
券
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
受
託
医
療
機
関
へ
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
結
果
は
医
師
が
説
明
し
ま
す
。
再

度
受
診
し
て
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

次
の
み
な
さ
ん
が
、
７
月
１
日
付
け

で
法
務
大
臣
か
ら
人
権
擁
護
委
員
に
委

嘱
さ
れ
ま
し
た
。
差
別
･い
じ
め
な
ど

で
お
困
り
の
か
た
は
、
み
ん
な
の
人
権

110
番
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

☎
０
５
７
０
-０
０
３
-１
１
０

◆
人
権
擁
護
委
員
(い
ず
れ
も
再
任
)

山
本
尚
子
さ
ん
、
高
井
志
津
子
さ
ん
、

今
野
 謙
さ
ん

●文中｢SC｣はサービスセンターの略

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
の
講
師
を
募
集
し
ま
す

文中の｢広報ID番号｣を、秋田市ホームページ上の検
索画面(右)に入力すると当該ページへ移行します。
秋田市ホームページ https://www.city.akita.lg.jp

  

サイト内検索 よくある質問検索 広報 ID 検索

  

｢広報ID番号｣をここに入力！

７
月
22
日
▼

28
日
は

｢肝
臓
週
間
｣で
す

特
定
医
療
費
(指
定
難
病
)

受
給
者
証
の
更
新

空
き
家
を
所
有
す
る
か
た
へ

無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

町
内
会
長
へ
避
難
支
援
対

象
者
名
簿
を
配
布
し
ま
す

人
権
擁
護
委
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い



９ 広報あきた　2019年７月19日号

病
院
や
薬
局
な
ど
で
提
示
す
る
と
、

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
の
支
払
い
と
な

る
｢限
度
額
適
用
認
定
証
｣と
｢限
度
額

適
用
･標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
｣の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
(水)
で
す
。
８
月
か

ら
有
効
に
な
る
新
し
い
認
定
証
は
、
次

の
と
お
り
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
70
歳
未
満
の
か
た

国
保
の
被
保
険
者
証
、
手
続
き
を
す

る
か
た
の
本
人
確
認
書
類
(運
転
免
許

証
な
ど
)、
世
帯
主
お
よ
び
対
象
者
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類
(通
知
カ
ー
ド

な
ど
)を
お
持
ち
に
な
り
、
次
の
申
請
場

所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
受
付
開
始
は

８
月
１
日
(木)
か
ら
。

申
請
場
所
(平
日
)▼
国
保
年
金
課
(市
役

所
１
階
)、
各
市
民
Ｓ
Ｃ
(中
央
･東
部
･

南
部
別
館
を
除
く
)、
駅
東
Ｓ
Ｃ
、
岩
見

三
内
･大
正
寺
の
各
連
絡
所

◆
70
歳
〜
74
歳
の
か
た

対
象
に
な
る
か
た
(自
己
負
担
割
合

３
割
の
｢現
役
並
み
Ⅰ
｣｢現
役
並
み
Ⅱ
｣

の
世
帯
な
ら
び
に
市
民
税
非
課
税
世

帯
)へ
６
月
下
旬
に
申
請
書
を
お
送
り

し
ま
し
た
。
記
載
さ
れ
た
期
限
ま
で
に

申
請
書
を
提
出
し
た
か
た
へ
、
７
月
25

日
(木)
に
認
定
証
を
お
送
り
し
ま
す
。

■
自
己
負
担
限
度
額

◆
70
歳
以
上
の
か
た

広
報
あ
き
た
６
月
21
日
号
14
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
70
歳
未
満
の
か
た

上
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、
表

中
の
｢多
数
該
当
｣に
つ
い
て
、
４
回
目

以
降
の
金
額
で
支
払
い
が
で
き
る
の

は
、
医
療
機
関
が
回
数
を
確
認
し
て
適

用
可
能
と
認
め
た
場
合
に
限
り
ま
す
。

そ
れ
以
外
の
場
合
で
４
回
以
上
に
該
当

す
る
と
き
は
、
払
い
戻
し
の
申
請
が
必

要
で
す
。

【
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
】

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70

歳
か
ら
74
歳
の
か
た
で
、
市
が
交
付
し

て
い
る
｢国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
｣を
す
で
に
お
持
ち
の
か
た
へ
、
８

月
１
日
(木)
か
ら
有
効
と
な
る
受
給
者
証

を
７
月
25
日
(木)
に
お
送
り
し
ま
す
。

な
お
、
平
成
30
年
中
の
所
得
に
よ
り

改
め
て
判
定
し
て
い
る
た
め
、
受
給
者

証
の
自
己
負
担
割
合
が
今
ま
で
と
違
う

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課
☎
(８
８
８
)５
６
３
０

特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者

手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、
福
祉
手
当

(経
過
措
置
分
)を
受
け
て
い
る
か
た

は
、
所
得
状
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
、
７
月
末
に
郵
送
す
る

通
知
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間
▼

８
月
13
日
(火)
か
ら
16
日
(金)

ま
で
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

申
請
場
所
▼

市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

●
問
い
合
わ
せ

障
が
い
福
祉
課

☎
(８
８
８
)５
６
６
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
(８
８
８
)５
６
６
４

今
年
３
月
に
改
定
し
た
｢秋
田
市
地

域
防
災
計
画
｣の
ほ
か
、
市
民
向
け
の

概
要
版
を
作
成
し
ま
し
た
。

各
市
民
Ｓ
Ｃ
、
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
、
各
市
立
図
書
館
で
閲
覧

で
き
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
日
頃
の
備
え
の

参
考
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

■
広
報
ID
番
号
 １
０
２
１
０
４
２

●
問
い
合
わ
せ
　
防
災
安
全
対
策
課

☎
(８
８
８
)５
４
３
４

①
菌
を
つ
け
な
い

食
中
毒
の
原
因
菌
は
、
魚
や
肉
、
野

菜
な
ど
に
付
い
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
菌
が
手
や
調
理
器
具
な
ど
を

介
し
て
食
べ
物
に
つ
か
な
い
よ
う
、
十

分
な
手
洗
い
、
食
材
の
洗
浄
、
調
理
器

具
の
洗
浄
消
毒
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

②
菌
を
増
や
さ
な
い

食
中
毒
菌
は
、
10
℃
以
下
で
増
え
に

く
く
な
り
ま
す
。
食
品
は
、
室
内
に
長

く
放
置
せ
ず
(調
理
中
も
)冷
蔵
庫
で
保

存
し
ま
し
ょ
う
。
加
熱
調
理
し
た
食
品

も
で
き
る
だ
け
早
く
食
べ
ま
し
ょ
う
。

③
菌
を
や
っ
つ
け
る

食
中
毒
を
起
こ
す
菌
は
、
熱
に
弱

く
、
75
℃
で
１
分
間
以
上
の
加
熱
で
死

滅
し
ま
す
。
食
品
は
中
心
部
ま
で
十
分

加
熱
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
調
理
器
具

は
洗
浄
後
に
熱
湯
や
塩
素
系
漂
白
剤
な

ど
で
消
毒
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ

衛
生
検
査
課
☎
(８
８
３
)１
１
８
１

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど

の
更
新
は
お
早
め
に

地
域
防
災
計
画
と
概
要
版

を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

各
種
手
当
の
受
給
者
は

所
得
状
況
届
の
提
出
を

注
意
！
 夏
の
食
中
毒
予
防

３
原
則
を
守
ろ
う

■70歳未満のかたの自己負担限度額(１か月)


